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新型インフルエンザ（Ａ型ＨＩＮＩ）のワクチンの安全性に関しては、十分

なデータの蓄積はないが、社会的要請に対応するためには法定接種とすること

を提言する。 
時間的財政的制約のため、上記がすぐに実施できないならば、最低限、接種

医師に対して免責を付与すべきである。 
新型インフルエンザに関する国民への情報発信は、国民に混乱を来たさぬよ

うに、厚生労働政務官が行うべきである。 


